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＜通知・公表＞ 

衆院選の結果を受けて 高市総裁会見（2025.2.9） 

2 月 9日に、衆議院選挙の結果を受けて、自民党の高市総裁の記者会見が行われた。

【冒頭発言】 ～抜粋～                     ＊下線は追記 

速やかに特別国会を召集させていただき、まずは来年度予算や予算関連法案を 1 日でも早く成立させて

いく。野党の皆様にもご協力をお願い申し上げます。 

同時に、国民会議への参加、早期開催についても協力を呼びかけてまいります。逆進性がある社会保険料

負担に苦しむ低所得者、中所得者の皆様を集中的に支援して、恒常的に手取りが増えるようにする観点

から、給付つき税額控除制度の導入に向けた議論を進めてまいります。 

ただし、この制度導入には一定の時間がかかります。それまでの間２年間に限り、飲食料品に対する消費

税率をゼロとすることについて、国民会議において、スケジュールや財源の在り方など、その実現に向けた

諸課題の検討を進めていく考えです。いずれにせよ、特例公債の発行に頼ることはありません。 

補助金や租税特別措置の見直し、税外収入などにより２年分の財源を確保した上で、できるだけ早く実現

できるよう知恵を絞ってまいります。高市政権で進める政策転換の本丸は、責任ある積極財政です。長い

自民党の歴史の中で、政権公約に書かれたのは初めてです。 

【質疑応答】 ～抜粋～ 

Ｑ：次は国民会議での議論となりますけども、具体的にいつ、どの党に呼びかけて議論を行うのでしょうか。

今回、選挙戦で野党各党とは減税のあり方が異なる中で、野党も含めてどう議論を収斂させるお考えで

しょうか。 

Ａ：政府与党としては、選挙期間中にも申し上げてきたとおり、食料品の消費税率ゼロにつきましては、改革

の本丸である給付付税額控除実施までの２年間に限ったつなぎと位置づけております。 

ですから、食料品の消費税率ゼロから給付付税額控除への移行を見据えて検討を進める方針です。こ

のため、食料品に限定した消費税率ゼロについては、今後改めて給付付税額控除の実現に賛同いただ

ける野党の皆様にお声がけをして、超党派で行う国民会議をできるだけ早期に設置して、２年間に限り特

例公債に頼らないということを前提として検討し、先ほど申し上げました諸課題を含めて、給付付税額控

除とあわせて議論をして結論を得ていきたいと考えております。 

その上で、野党の皆様の協力が得られれば、夏前には、少なくとも夏前には国民会議で中間取りまとめを

行いたいと考えております。 

日本成長戦略会議 

◇第 2回（2025.12.24） 

12 月 24 日、第 2回日本成長戦略会議（議長：高市総理大臣）が開催され、「成長戦略の検討体制」

「分野横断的課題への対応の方向性」について協議が行われた。

政府が定めた１７の戦略分野や８の分野横断的課題（下記参照）について、戦略分野分科会を設置す

るとともに、官民で方向性を議論するWG を１月から設置することを決めた。 

1．財政・税制、経済・成長（社会保障全般含む）
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４～５月をめどに、官民での投資促進や課題解決に向け、具体策や目標などをまとめたロードマップを分

野ごとに策定する。 

１．１７の戦略分野における官民連携での危機管理投資・成長投資の促進 

①ＡＩ・半導体 

②造船 

③量子 

④合成生物学・バイオ 

⑤航空・宇宙 

⑥デジタル・サイバーセキュリティ 

⑦コンテンツ 

⑧フードテック 

⑨資源・エネルギー安全保障・ＧＸ 

⑩防災・国土強靱化 

⑪創薬・先端医療 

⑫フュージョンエネルギー 

⑬マテリアル（重要鉱物・部素材） 

⑭港湾ロジスティクス 

⑮防衛産業 

⑯情報通信 

⑰海洋 

２．分野横断的課題への対応 

①投資促進（新技術立国・競争力強化） 

②人材育成 

③スタートアップ 

④金融 

⑤労働市場改革 

⑥家事等の負担軽減 

⑦賃上げ環境整備 

⑧サイバーセキュリティ 
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高市総理は「戦略分野の担当大臣は、専門家の御意見を踏まえて、官民が連携する投資を迅速かつ

効果的に進める観点から、対象領域、課題等を、総花的にすることなく、戦略的に絞り込んだ上で、横

断的分野における取組の成果も十分に取り込みつつ、目標・道筋・政策手段を明確にした、真に実効性

のある『官民投資ロードマップ』を策定いただきたい。

各戦略分野の担当大臣においては、経済界と緊密に連携して、政府の投資促進措置によって新たに

誘因される投資を含め、具体的な官民投資の見通しをできるだけ早急に示せるよう、検討を進めていた

だきたい。 

分野横断的な課題の担当大臣においては、投資の受け皿となる産業用地を始め、ファイナンス・人

材・データ・エネルギーなど成長投資の後押しや制約要因の解消につながる基盤整備を進めるために、

新技術立国・競争力強化、金融等の分野で、次期通常国会に必要な法律案の準備を進めていただき

たい。また、その他の分野においても、年度内に講ずるべき政策については、スピード感を持って措置し

ていただきたい。 

特に、労働市場改革については、心身の健康維持と従業者の選択を前提として、柔軟で多様な働き

方を実現することが重要である。必要に応じ追加調査を実施するなど、現場のニーズを更にきめ細かく

把握しながら、規制改革会議などの関係機関とも連携して、労働時間規制の運用・制度の両面から、

検討を加速していただきたい。」と発言した。 

経済財政諮問会議 

◇第 1回（2026.1.22） 

1 月 22 日、令和 8年第 1回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、中長期の経済

財政に関する試算について協議を行った。

高市総理からは、「引き続き『責任ある積極財政』の考え方に基づき経済財政運営を行い、債務残高対

GDP 比を安定的に引き下げていくことで財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保して

いく。そのためには、これまでの取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、成長率を高め、併せて金利上

昇に目配りするということで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を確実に抑えていくことが重要であ

る。

こうした考え方の下、これまでの単年度ごとのＰＢ黒字化目標の達成状況を見ていくという方針を、数

年単位でバランスを確認する方向に見直すなど、取り組んでまいる。

関係大臣が連携し、与党の議論も踏まえつつ、今年の骨太方針に向けた検討を進めていただきた

い」と発言した。

◇第 15回（2025.12.25） 

12 月 25 日、第 15回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、令和 8年度の経済見

通しと今後の課題、経済対策の推進に向けて、経済・財政一体改革について議論が行われた。

高市総理からは、「総合経済対策の広報や進捗に関する報告を基に、その推進について意見交換を行

った。これらの施策の効果を一刻も早く国民の皆様に実感していただけるよう、特に、『子育て応援手

当』『医療・介護等支援パッケージ』等を担当する大臣においては関係省庁ともよく連携しながら、地方

自治体における施策の実施促進及びその活用状況のフォローアップに注力いただきたい。

また、『ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）アクションプラン』などの改訂について、社会保障分野、文教・

科学技術分野など、国民生活の基盤となる重要政策について、その実効性を検証しつつ、スピード感を

持って施策を進めてまいる。」との発言があった。
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＜会 議＞ 

規制改革推進会議 

◇第 26回（2025.12.24） 

12 月 24 日、内閣府は第 26回規制改革推進会議（議長：冨田哲郎 東日本旅客鉄道株式会社相談

役）を開催し、規制・制度改革の今後の検討課題について協議を行った。

会議では、今後の検討課題として下記が示され、協議が行われた。

また、日本成長戦略本部との連携案が示され、令和８年５月頃を目途に答申を取りまとめる。必要に応

じて、中間取りまとめの公表を検討することとされた。なお、答申を待たずに、改革を実現すべき事項に

ついては、早期の実現を求めることとされた。 

２．規制改革 
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高市総理は「人口減少・少子高齢化の課題を克服し、日本経済の成長と、それから地方の活性化につ

なげるために、絶え間ない規制改革は重要である。『強い経済の実現』『地方を伸ばし、暮らしを守る』と

いうこの二本柱で必要となる規制・制度改革を強力に進めていただくようお願いする。

働き方改革関連法施行から 5年が経過したなか、施行状況や労働時間の動向も勘案しながら日本

成長戦略本部とも連携のうえ、生産性の高い柔軟な働き方の推進につながるように、制度の在り方につ

いて、是非御検討をお願いしたい」と発言した。

規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ 

◇第 8回（2025.12.25） 

内閣府は 12月 25 日、第 8回規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループを開催

し、「基準該当居宅サービス・離島等相当サービスの導入促進やサービスの枠組み拡張を踏まえた人

員配置基準の緩和等」について協議を行った。

会議では、中泊町、備前市、社会福祉法人おおなん福祉会からの報告が行われた後、厚生労働省より

社会保障審議会介護保険部会等における検討状況について報告が行われ、協議が行われた。
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＜法改正等＞ 

「令和 7年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定（2025.12.23） 

12 月 23 日に、「令和 7年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定された。

福祉分野に関する事項は以下のとおり。

○障害者支援施設における設備基準等の見直しについて 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 

 障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（44 条３項及び 84 条２項）の中山間地域

等における適用については、地域の実情に応じた持続可能なサービスの提供がなされるよう、社会保障

審議会等において検討し、令和８年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

○介護職員初任者研修における通信学習方式の学習時間の取扱いの弾力化 

（介護保険法） 

 介護職員初任者研修については、介護職員等がより受講しやすい環境を整えるため、オンラインによ

る実施を認めることが適切な範囲等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて令和７年度中に

必要な措置を講ずる。 

○福祉サービス第三者評価事業における認証手続き・評価調査者養成の見直し 

 （社会福祉法） 

評価機関及び都道府県推進組織の負担軽減や、各都道府県における評価機関の確保を図るため、

都道府県推進組織及び関係団体の意見を踏まえつつ、以下のとおりとする。 

・他の都道府県推進組織において研修を受講した評価機関について、その研修の内容が、都道府

県推進組織が自ら実施する研修の内容と同等であると判断する場合、当該都道府県推進組織が

定める認証要件のうち、研修受講要件の免除を可能とする方向で検討し、令和７年度中に結論を

得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

・都道府県推進組織の負担軽減を図る観点から、事務の簡素化等について検討し、令和８年度中に

結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

主な概要は以下のとおり。 

３．地方創生・地方分権等 
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「地方創生に関する総合戦略」を閣議決定（2025.12.23） 

12 月 23 日、「地方創生に関する総合戦略」が閣議決定された。期間は 2025（令和 7）年度～2029

（令和 11）年度。 

本総合戦略は、これまでの地方創生の取組をフォローアップするとともに、地方創生施策の推進戦略を

取りまとめたもの。 

国においては、これまでの地方創生で進めてきた取組に加えて、地方が持つ伸び代をいかすことで、国

民の暮らしと安全を守り、地方に活力を取り戻すことを目指し、「強い経済」の実現に力点を置いた形で

取りまとめる全体戦略である「地域未来戦略」を令和 8年夏目途に取りまとめることとしている。 

主な概要は以下のとおり。 
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＜通知・公表＞ 

社会保障審議会福祉部会 報告書公表（2025.12.18）

12 月 18 日、厚生労働省は社会保障審議会福祉部会（部会長：菊池馨実早稲田大学理事・法学学

術院教授）報告書を公表した。

４．社会福祉法人等 
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令和 6（2024）年社会福祉施設等調査の概況（2025.12.17）

12 月 17 日、厚生労働省は令和 6（2024）年社会福祉施設等調査の概況を公表した。

「社会福祉施設等調査」は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会

福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的として、毎年 10 月 1 日現在の状況について調

査を実施している。

令和６年は、全国の老人福祉施設や障害者支援施設、児童福祉施設等及び障害福祉サービス等事

業所・障害児通所支援等事業所のうち、155,806 施設・事業所を対象として調査し、活動中の

128,241 施設・事業所について集計を行った。

主な結果は以下のとおり。

【調査結果のポイント】 

１ 施設・事業所数 

･保育所等 ※保育所型認定こども園及び保育所 

23,51 施設 （対前年 215 施設（0.9％）の減少） 

･有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外） 

18,460 施設 （対前年 627 施設（3.5％）の増加） 

･居宅介護事業所 

26,485 事業所 （対前年 518 事業所（2.0％）の増加） 

･放課後等デイサービス事業所 

22,643 事業所 （対前年 1,521 事業所（7.2％）の増加） 

２ 従事者数（常勤換算） 

･保育所等における保育士 353,943 人 

･居宅介護事業所 155,444 人 

･放課後等デイサービス事業所 130,073 人
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Oおうせいろ

＜会   議＞ 

社会保障審議会介護給付費分科会 

◇第 253回（2026.1.16） 

1 月 16 日、厚生労働省は第 253 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東京

大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、「令和８年度介護報酬改定に向けて（介護報酬改定案について）」、「令和６年度介護報酬改

定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和８年度調査）の進め方及び実施内容」について協議が行

われた。

令和 8年度介護報酬改定に向けては、改定案が示され、協議が行われた。

５．高齢者 
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「令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和８年度調査）の進め方及び実

施内容」については、スケジュール案および実施内容案が示され、協議が行われた。
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◇第 252回（2025.12.26） 

12 月 26 日、厚生労働省は第 252 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東

京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、令和８年度予算に関する「大臣折衝事項」、地域区分について報告が行われた後、協議が行

われた。 

◇第 251回（2025.12.19） 

12 月 19 日、厚生労働省は第 251 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東

京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、これまでの協議をふまえ令和８年度介護報酬改定に関する審議報告（案）が示され、令和８年

度介護報酬改定 審議報告のとりまとめに向けて協議が行われた。 

その後、12 月 23 日に令和８年度介護報酬改定に関する審議報告が取りまとめられた。 

審議報告では、「１．介護職員等の処遇改善」「２．基準費用額」について基本的な考え方が示されてい

る。 

「１．介護職員等の処遇改善」では、令和８年度介護報酬改定においては、「介護職員等処遇改善加 

算の拡充により、介護分野における処遇改善を行うことが適当である」とし、加算の対象について「介護

職員以外の介護従事者を新たに対象とすることが適当である」「訪問看護及び介護予防訪問看護、訪

問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び介護予防支援を新

たに介護職員等処遇改善加算の対象とすることが適当である」としている。 

また、令和９年度介護報酬改定に向けた課題として、下記 2点を挙げている。 

○持続的な賃上げに向けた環境整備の必要性や事業所・施設の事務負担軽減の必要性等の観点か

ら、介護分野の処遇改善に向けた考え方の整理を行うべき 

○介護保険制度全体の課題として、介護サービスの適正化や重点化、財源が限られる中で保険料や

利用者等の負担も念頭に置いた介護報酬の見直しを引き続き検討していくことが求められる 

「２．基準費用額」についてでは、「利用者負担への影響も勘案しつつ、在宅で生活する者との公平性

の観点から必要な対応を行うことが適当」としつつ、令和 8年度介護報酬改定における対応は、令和

７年度介護事業経営概況調査の結果を踏まえた緊急的な対応であるとしたうえで、「引き続き、物価

の上昇が居住費・食費に及ぼす影響を適切に把握し、必要な対応を行うことが求められる」としてい

る。 

社会保障審議会介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会 

◇第 43回（2026.1.29） 

1 月 29 日、厚生労働省は第 43回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会

（委員長：田辺国昭東京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催し、令和８年度介護事業経営実

態調査の実施について協議を行った。 

今回は、調査時期について令和 8年 5月に調査、令和 8年 10月に結果を公表し、介護給付費分科

会に結果を報告する案が示された。また、各調査票案が示され、協議が行われた。 

社会保障審議会介護保険部会

◇第 133回（2025.12.25） 

12 月 25 日に、厚生労働省は、第 133 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲

田大学理事・法学学術院教授）を開催し、介護保険制度の見直しに関する意見を取りまとめた。

取りまとめられた意見では、中山間・人口減少地域における特例介護サービスの枠組みの拡張や、事

業継続に向けた介護事業者の連携強化に向けた仕組みの創設について、今後詳細の要件や報酬設
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定等について介護給付費分科会等で議論することとされている項目が示されている。

また、保険料の負担については、「被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を

行う」とされている。

主な概要は以下のとおり。
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◇第 132回（2025.12.22） 

12 月 22 日に、厚生労働省は、第 132 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲

田大学理事・法学学術院教授）を開催し、取りまとめに向けた協議を行った。

＜通知・公表＞ 

令和７年度介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果（速報値）（2025.11.13） 

11 月 13 日、厚生労働省は令和７年度介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果（速報

値）を公表した。

主な結果は以下のとおり。

介護職員数の推移（2025.12.19） 

12 月 19 日、厚生労働省は令和 6年 10月 1 日時点の介護職員数の推移を公表した。

介護職員数は、令和６年 10月１日時点で、2,126,227 人（対前年＋487 人）となった。 

主な結果は以下のとおり。
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令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に

関する調査結果（2025.12.25） 

12 月 25 日、厚生労働省は令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律」に基づく対応状況等に関する調査結果を公表した。

主な結果は以下のとおり。

■養介護施設従事者等（※）による虐待 

 ※介護老人福祉施設、居宅サービス事業等の業務に従事する者 

○ 相談・通報件数は、3,633 件（対前年度 192 件(5.6%)増）。※過去最多で４年連続増加 

虐待判断件数は、1,220 件（対前年度 97 件(8.6%)増）。※過去最多で４年連続増加 

○ 相談・通報者の内訳は、当該施設職員（27.4％）が最も多く、当該施設管理者等（18.2％）、家族・

親族（14.6％）の順。 

○ 虐待の種別は、身体的虐待（51.1％）が最も多く、心理的虐待（27.7％）、介護等放棄（25.7％）、

経済的虐待（10.3％）、性的虐待（3.4％）の順。 

○ 虐待の発生要因は、「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」が（75.9%）で

最も多く、次いで「職員の倫理観・理念の欠如」が（64.3%）、「職員のストレス・感情コントロール」が

（62.5%）の順。 

○ 施設・事業所の種別は、特別養護老人ホーム（28.9％）が最も多く、有料老人ホーム（サービス付き

高齢者向け住宅を含む。）（28.4％）、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（14.8％）の

順。 

○ 虐待等による死亡事例は、５件（５人）。 
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■養護者（※）による虐待 ※高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等 

○ 相談・通報件数は、41,814 件（対前年度 1,428 件(3.5%)増）｡※過去最多で 12 年連続増加虐

待判断件数は、17,133 件（対前年度 33 件(0.2%)増）。※横ばい傾向 

○ 相談・通報者の内訳は、警察（35.6％）が最も多く、介護支援専門員（24.4％）、家族・親族（7.1％）

の順。 

○ 虐待の種別は、身体的虐待（64.1％）が最も多く、心理的虐待（37.2％）、介護等放棄（19.7％）、

経済的虐待（16.4％）、性的虐待（0.4％）の順。 

○ 虐待者の続柄は、息子（38.9％）が最も多く、夫（23.0％）、娘（19.3％）の順。 

○ 虐待の発生要因は、「被虐待者の状態」として「認知症の症状」（58.1％）が最も多く、「虐待者側の

要因」として「介護疲れ・介護ストレス」(57.2％)、「理解力の不足や低下」（49.6％）の順。 

○ 虐待等による死亡事例は、26 件（26 人）。 

東京商工リサーチ 2025 年「訪問介護事業者」倒産動向（2026.1.8） 

1 月 8日、東京商工リサーチ（TSR）は 2025 年「訪問介護事業者」倒産動向を公表した。

訪問介護業界の倒産は 91件（前年比 12.3％増）で介護保険制度が始まった 2000 年の調査開始以

来、過去最多となった。 

原因別では、売上不振（販売不振）が 75 件（構成比 82.4％）と 8 割超を占める。また、求人難や従業
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員退職など「人手不足」関連倒産は 13件判明し、最多だった 2023 年（11 件）を上回った。 

東京商工リサーチ 2025 年「介護事業者」倒産動向（2026.1.9）

1 月 9日、東京商工リサーチ（TSR）は 2025 年「介護事業者」倒産動向を公表した。

2025 年の介護事業者（老人福祉・介護事業）の倒産は、176 件（前年比 2.3％増）で、２年連続で最

多を更新した。 

介護事業者の倒産原因は、売上不振（販売不振）が 140 件（構成比 79.5％）で、約 8割を占めた。 

倒産事業者の規模は、資本金 500 万円未満（個人企業他含む）が 128 件（同 72.7％）、負債 1億円

未満が 141 件（同 80.1％）、従業員 10人未満が 142 件（同 80.6％）と、事業規模の小さい小・零細

事業者がほとんどを占めている。 
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＜会 議＞ 

障害者政策委員会 

◇第 87回（2026.1.29） 

1 月 29 日、内閣府は第 87回障害者政策委員会（部会長：熊谷晋一郎 東京大学先端科学技術

研究センター教授）を開催した。

前回に引き続き障害者基本計画(第 5次)実施状況の「各分野における障害者施策の基本的な方

向」のうち、今回は下記 4点について報告が行われた後、協議が行われた。

⑤行政等における配慮の充実 

⑧教育の振興  

⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興  

⑪国際社会での協力・連携の推進  

社会保障審議会障害者部会 

◇第 154回（2026.1.19） 

1 月 19 日、厚生労働省は第 154 回社会保障審議会障害者部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を第 18回こども家庭審議会障害児支援部会と合同で開催し、「障害福祉

計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し」と「2040 年に向けた障害福祉サービスの体制」

について協議が行われた。

障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについては、これまでの協議をふまえ

た改正後の概要案が示され、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関

する基本的事項と成果目標に「障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上」が新

たに付け加えられた。

また、2040 年に向けた障害福祉サービスの提供体制についての議論や、高次脳機能障害者支援

法の成立および法の施行に関する政令について示されたこと等も踏まえて、成果目標と活動指標に

下記内容が付け加えられた。

６．障害者 

【第５次障害者基本計画に関する各分野における障害者施策の基本的な方向】 

①差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

②安全・安心な生活環境の整備 . 

③情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

④防災、防犯等の推進  

⑤行政等における配慮の充実  

⑥保健・医療の推進  

⑦自立した生活の支援・意思決定支援の推進  

⑧教育の振興  

⑨雇用・就業、経済的自立の支援 . 

⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興  

⑪国際社会での協力・連携の推進  
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 

◇第 52回（2026.1.22） 

1 月 22 日、厚生労働省は第 52回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催した。

今回は、令和８年度における報酬等の臨時応急的な見直しについて検討が行われ、前回意見等を

踏まえた具体的な案が示された。 
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＜通知・公表＞ 

障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果(2025.11.25) 

1１月 25 日、厚生労働省は令和 7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果を

公表した。 

福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員（常勤の者）の

基本給等について、令和６年９月と令和７年７月を比較すると１１，１１０円の増（＋４．５％）となっている。 

また、平均給与額については、令和６年９月と令和７年７月を比較すると１６，９７０円の増（＋５．４％）

となっている。 

主な結果のポイントは以下のとおり。 
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障害者雇用状況の集計結果（2025.12.19） 

12 月 19 日、厚生労働省は令和 7年の「障害者雇用状況」集計結果を公表した。 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定

雇用率。民間企業は 2.5%)以上の障害者を雇うことを義務付けている。 

今回の集計結果は、同法に基づき、民間企業や公的機関などにおける毎年 6月 1日現在の身体障

害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報

告を求め、集計したものとなっている。 

主な結果は以下のとおり。 

令和 6年度都道府県・市区長村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)（2025.12.24） 

12 月 24 日、厚生労働省は令和 6年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等

に関する状況についての調査結果を公表した。 

主な結果は以下のとおり。 
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＜法改正等＞ 

令和 8年度公定価格・基準等の見直し事項（案）が示される 

1 月 13 日、こども家庭庁は令和 8年度公定価格・基準等の見直し事項（案）を公表した。 

主な内容は以下のとおり。 

１－（２）過疎地の小規模施設向けの新たな加算（特別地域保育体制確保対策加算（仮称））の創設 

○人口減少下での保育機能の維持・確保に向けて、特に速やかな対応が求められるこどもの数が大きく

減少している地域において、今後の対応の検討・取組を促進するとともに、その間の保育機能の維持・

確保を図るため、保育機能の維持・確保に向けた検討・取組を進める過疎地域等の自治体に所在す

る小規模な施設（利用人数が 15 人以下の保育所・認定こども園）が、保育の質の確保に係る取組や

保育機能の維持・確保に向けた取組を行う場合に算定できる「特別地域保育体制確保対応加算」

（仮称）を創設

○以下の要件に全て該当することとする。 

ⅰ過疎地等を有し、多機能化や統廃合等の保育機能の維持・確保に向けての協議・検討を行ってい

る市町村に所在する施設。 

ⅱ定員規模が最小であり、かつ、定員と利用児童の差が５人以上（定員 20 人に対して利用子どもの

数が 15人以下）である施設。 

ⅲ以下のような取組により、人口減少地域における保育の質の確保や保育機能の維持・確保に向け

た取組を進めている施設。 

７．子ども・家庭福祉 
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・他の保育所等の児童との交流を行う。 

・他の保育所等やこども・子育て支援関係施設等との合同研修、勉強会を行う。 

・他のこども・子育て支援や福祉、地域づくりの取組を行う（多機能化） 

○加算の対象となる施設は、地域の協議・検討に参画しつつ、多機能化等、保育機能の維持・確保に向

けた様々な取組について積極的に検討し対応を進めることを求める。 

＜会  議＞ 

こども家庭審議会 

第 7回（2026.1.22） 

1 月 22 日、こども家庭庁は第 7回こども家庭審議会を開催した。

今回は、内閣府特命担当大臣（こども政策・少子化対策・若者活躍）挨拶の後、今後の分科会・部会に

おける調査・審議及びこども家庭庁の最近の取組等について報告が行われた後、協議が行われた。

会議では、こどもまんなか実行計画 2026 策定に向けたスケジュールが示された。
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こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会 

◇第 13回（2025.12.23）※持ち回り開催 

12 月 23 日、こど家庭庁は第 13回こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会（分科会長：鈴木

みゆき國學院大學人間開発学部子ども支援学科教授）を持ち回りで開催し、「公定価格」「こども誰でも

通園制度の本格実施に向けた検討状況」「満三歳以上限定小規模保育事業の運営基準」「幼保連携

型認定こども園設備運営基準等の改正」「過疎地域における包括的支援体制の整備」について共有が

行われた。

満三歳以上限定小規模保育事業の運営基準についてでは、下記のとおり示された。
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こども家庭審議会 基本政策部会こども・若者参画及び意見反映専門委員会 

◇第 12回（2026.1.29） 

1 月 29 日、こども家庭庁は、第 12回こども家庭審議会 基本政策部会こども・若者参画及び意見反

映専門委員会（委員長：土肥潤也 特定非営利活動法人わかもののまち代表理事）を開催し、「自治体

における意見聴取」「意見を表明しやすい環境づくり」について協議を行った。

意見を表明しやすい環境づくりについてでは、下記論点について協議が行われた。

〇こども・若者の意見を聴くことの大切さについての理解を広めるために、国はどのような取組ができる

か。 

〇こども・若者が、自由に意見を表明しやすい環境及び雰囲気づくりのために、国はどのような取組がで

きるか。

こども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会保育専門委員会 

◇第 5回（2026.2.5） 

2 月 5日、第 5回こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委員会

（部会長：秋田喜代美 学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授）が開催された。

今回は、「幼児教育と小学校教育との円滑な接続」について下記論点が示され、協議が行われた。
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◇第 4回（2026.1.21） 

1 月 21 日、第 4回こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委員

会（部会長：秋田喜代美 学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授）が開催された。

今回は、「生涯にわたるウェルビーイングの向上に資する保育の充実」について協議が行われた。

会議では、下記論点が示され、協議が行われた。

こども家庭審議会 社会的養育・家庭支援部会 

◇第 8回（2026.2.4） 

2 月 4日、こども家庭庁は、第 8回こども家庭審議会 社会的養育・家庭支援部会を開催し「令和 8

年度予算案と令和 7年度補正予算等」「こどものケアニーズに応じた支援の在り方に関する専門委員会

及び特別養子縁組に関する支援の在り方に関する専門委員会における検討状況について（報告）」「児

童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会における児童買春・児童ポル

ノ事犯における被害児童の保護施策の実施状況に係る検証・評価について（報告）」について報告・協

議を行った。

こども家庭審議会 児童虐待防止対策部会 

◇第 7回（2025.12.25） 

12 月 25 日、こども家庭庁は、第 7回こども家庭審議会 児童虐待防止対策部会を開催した。

今回は、児童相談所職員の人材確保・育成・定着等について下記のとおり論点が示され、協議が行わ

れた。
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こども家庭審議会 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 

◇第 29回（2025.12.24） 

12 月 24 日、こども家庭庁は、第 29回こども家庭審議会児童虐待等要保護事例の検証に関する専

門委員会を開催した（資料は非公表）。

◇こども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第 21次報告）（2025.9.11） 

9 月 11 日、こども家庭庁は、こども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第 21 次報告）を公

表した。

今般、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日までの 12 か月間に発生、又は表面化した児童虐

待による死亡事例及び地方公共団体において児童相談所や市区町村の虐待対応担当部署が児童虐

待相談として受理した事例のうち、こどもの死亡には至らなかったものの「身体的虐待」等による生命の

危険に関わる受傷、「養育の放棄・怠慢」のために衰弱死の危険性があり、令和 6年 10月 1日時点で

関わりが継続している重症事例について分析等を実施し、明らかになった課題を受けて報告が取りまと

められている。

主な概要は以下のとおり。
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こども家庭審議会 障害児支援部会 

◇第 18回（2026.1.19） 

1 月 19 日、こども家庭庁は、第 18回こども家庭審議会 障害児支援部会を第 154 回社会保障審議

会障害者部会と合同で開催した。

今回は、「障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し」「2040 年に向けた障害福祉

サービスの提供体制」について協議が行われた。（内容は P.22 参照）

こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会 

◇第 3回（2025.12.19） 

12 月 19 日、こども家庭庁は、第 3回こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会を開催し、令

和８年度からの本格実施にむけ協議を行い、協議の取りまとめを行った。

主な内容は以下のとおり。



- 40 -

保育士養成課程等検討会 

◇第 1回（2026.1.23） 

1 月 23 日、こども家庭庁は、第 1回保育士養成課程等検討会を開催した。

本検討会は、保育を取り巻く環境の変化や保育士養成等に関する課題の整理、それらを踏まえた見直

し等について専門的に検討を行うため設置された。

第 1回では、主な論点案として下記が示され、協議が行われた。
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ｌ––– 

法制審議会民法(成年後見等関係)部会 

◇第 33回（2026.1.27） 

1 月 27 日、法務省は、成年後見制度の見直しに関する要綱案をまとめた。 

今後、法制審議会総会を経て国会に民法改正案が提出される見込み。 

主な変更点は以下のとおり。 

 ①現行の 3類型(後見・保佐・補助)の見直し 

・「補助」の適用範囲を拡大し、「保佐」「後見」類型を廃止。一人ひとりに応じて個別具体的に必要 

な支援内容を設計する。(包括的代理権は廃止) 

 ②「特定補助人」の仕組みを新設 

・「精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」 (現行の後見類型に相当)につい 

て、「特定補助人を付する処分の審判」を新設。 

 ③補助開始の審判の取り消し 

・制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合には補助開始の審判を取り消す。 

 ④任意後見制度の見直し 

・例外的に、任意後見監督人を選任しないことができる制度を設ける。(家裁が、明らかに任意後見 

監督人による監督の必要がないと認めるとき) 

８．地域福祉 
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＜通知・公表＞

令和７年度民生委員・児童委員の一斉改選結果公表（2026.1.16） 

1 月 16 日、厚生労働省は、令和 7年度民生委員・児童委員の一斉改選結果を公表した 

改選結果については以下のとおり。 

全国民生委員児童委員連合会は、今回の結果を受けて、1月 19 日に全民児連としての見解ととも

に、今後の対応を整理し、ホームページに「令和 7年 12月の民生委員・児童委員の一斉改選結果に

ついて」を公表した。 

令和 7年 12 月の民生委員・児童委員の一斉改選結果について ～抜粋～ 

今般、令和 7年 12 月に実施されました民生委員・児童委員（以下、民生委員）の全国一斉

改選の結果が厚生労働省より公表されました。 

 全国民生委員児童委員連合会（以下、全民児連）として、この結果を極めて深刻な事態と受

け止めており、引き続き「なりて確保」の課題への対応を図っていく所存です。 

I. 改選結果 

今回の民生委員の一斉改選において、全国の定数 240,971 人に対し、充足率は 91.7%と

なりました。これは、前回の令和 4 年 12 月改選時の充足率 93.7%と比較して 2.0 ポイントの低

下となり、欠員数は約 2万人に達しています。 

民生委員の充足率は、一貫して低下傾向にありましたが、この傾向はより加速していることが

わかりました。地域共生社会の実現が喫緊の課題とされる現代において、その土台を支える民

生委員制度の持続可能性が危ぶまれる事態となっています。 

一方、新任委員の割合は 31.3%ですが、都道府県・指定都市ごとに見れば６割近くに及ぶと

ころもあり、地域差が顕著です。新任委員の割合が高すぎると、地域の支援力が低下することも

懸念されます。 

II. なりて確保の課題の背景 

① 高齢者単独世帯の増加や生活課題の複雑化 

② 高齢就業者等の増加 

③ 地域関係の希薄化 

④ 活動の見えにくさ 

III. 民生委員制度を持続させるために 

令和 9（2027）年に民生委員制度創設 110 周年の節目を迎える今、全民児連は、制度の

持続可能性の観点から、なりてを確保し、無理なく委員活動を継続できる環境を整え、誰もが

支え合い安心して暮らせる地域づくりをめざします。民生委員は厚生労働大臣から委嘱を受け

る特別職の地方公務員であり、その確保は、本来、国および地方自治体が責任と主体性を持



- 44 -

って取り組むべき課題です。その認識のもと、以下の取り組みについて、国、地方自治体、そし

て各地の民児協の関係者と連携し、取り組んでいきます。 

① 活動環境の整備と負担軽減の徹底 

② 働きながら活動できる環境づくりの促進 

③ 広報活動の強化 

④ 行政主体の選任活動の促進と柔軟な選任要件の運用、支援体制の強化 
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＜会   議＞ 

労働政策審議会  雇用環境・均等分科会 

◇第 89回（2026.1.20） 

1 月 20 日、厚生労働省は、第 89回労働政策審議会（雇用環境・均等分科会）を開催した。改正労

働施策総合推進法、改正男女雇用機会均等法、改正職業安定法に関連する政省令や指針につい

て、厚生労働省案からの諮問を「妥当」と答申した。 

令和 7年の改正で、職場におけるカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じること

を事業主に義務付ける規定が追加され、国が事業主が講ずべき具体的な措置の内容等について指

針を示すこととされていた。政令で定める施行期日は令和 8年 10月 1 日。 

 ①労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等 

の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱について 

 ②労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等 

の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について 

 ③労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等 

の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱について 

 ④事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ 

いての指針案要綱について 

 ⑤事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に 

ついての指針案要綱について 

 ⑥労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等 

の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱について 

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会 

◇とりまとめ（2025.12.25） 

12 月 25 日、厚生労働省は労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労

働同一賃金部会)のとりまとめの部会報告を行った。 

主なポイントは以下のとおり。 

９．人材確保等 
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◇第 29回（2025.12.25） 

12 月 25 日、厚生労働省は第 27回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、同一労働同一賃金の施行 5年後見直しについて協議が行われた。

今回の部会にて 5年後見直しに関する報告書が正式に取りまとめられた。

主な見直しのポイントについては以下のとおり。

①ガイドラインの改定 

  〇退職金、住宅手当、家族手当等の項目を新設。最高裁判決を踏まえた「均衡」待遇の考え方を 

   反映 

②説明義務の改善 

〇雇入れ時に「待遇差の理由について説明を受けられる」旨を明示することを義務化（省令・指針等） 

③派遣労働者への対応 

〇派遣料金交渉の円滑化や、一般賃金の運用見直しを継続。 

今後の継続検討として、社会情勢の変化を踏まえ、将来的な法規定の在り方も含めた定期的な見直

しを検討している。 

◇第 28回（2025.12.11） 

12 月 11 日、厚生労働省は第 27回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、同一労働同一賃金の施行 5年後見直しについて協議が行われた。

「5 年後見直し」の報告書の案およびガイドラインの改定案の実質的な検討を行い、施行 5年間の成

果と課題の整理が行われた。 

主な見直しの方向性は以下のとおり。 

①ガイドラインの明確化 

  〇最高裁判決を踏まえ、職務内容が異なる場合でも相違に応じた「均衡」ある待遇が必要であるこ 

とを明記。 

②説明義務の改善 

〇労働者が待遇差について説明を求めやすくなるよう、雇入れ時の明示事項に追加。また、企業 

  に対して自発的な説明を促す規定を指針に設ける。 

③派遣労働者への対応 

〇派遣料金交渉の円滑化や、労使協定方式における適正な過半数代表者の選出・周知方法を 

指針で具体化。 

④正社員転換の促進 

〇転換措置を講ずる際、面談等で労働者の意向を確認・配慮することを指針に示す  
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特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 

◇第 13回（2026.1.7） 

1 月 7日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方

針に関する有識者会議」を開催した。

前回の分野別運用方針の案について指摘があった箇所の修正案が示された。

また第 3回会議から第 13回会議までの議論を踏まえて、分野別運用方針に関する有識者会議の

主な御意見と対応として 1月 16 日に下記資料が公表されている。

◇第 12回（2025.12.23） 

12 月 23 日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

これまでの議論を踏まえて、分野別運用方針について案が示された。前回の受入れ見込数について

介護分野における運用方針では主に下記の内容でまとめられている。

◇第 11回（2025.12.10） 

12 月 10 日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。 

前回に引き続き、これまでの有識者会議のフォローアップについてと専門家会議における検討結果の

報告、特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針の作成について協議が行われた。 

専門家会議における検討結果の報告内容は以下のとおり。 



- 48 -

特定技能制度における在籍型出向の要件についても案が下記のとおり示されている。
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特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数の算出方法についても、下記のとおり示された。

◇第 8回（2025.10.6） 

10 月 6日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

今回は、これまでの有識者会議のフォローアップについてのほか、前回から引き続き「特定技能制度

及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）」「育成就労制度における本人意向による転籍の制限（案）」

について協議が行われた。
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＜法改正等＞ 

令和 8年度予算案閣議決定（2025.12.26） 

12 月 26 日に、令和 8年度予算案が閣議決定された。

総額 122 兆 3,092 億円。

厚生労働省分は、35 兆 433 億円。厚労省の予算案の主なポイントは以下のとおり。 

10．予算 
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こども家庭庁分は、7兆 4,956 億円。こども家庭庁の予算案のポイントは以下のとおり。 
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内閣府防災・内閣官房防災庁設置準備室 

内閣府防災は、防災庁（仮称）の令和 8年中の設置を見据え、関連費用として 202 億円を計上した。

防災庁の設置に向け、事前防災の徹底や災害対応力の強化を図るとともに、防災庁の設置および施

策の実施体制の整備等に必要な予算を確保し、防災体制の抜本的強化を図る。 

地方自治体の対策を支援する「防災力強化総合交付金」の新設（35 億円）等が計上されている。 
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令和７年度補正予算成立（2025.12.24） 

令和 7年 12月 24 日、政府は、令和 8年度予算編成に向けた片山財務大臣と上野厚生労働大臣

の大臣折衝の結果を公表した。

主な内容は以下のとおり。
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令和７年度補正予算成立（2025.12.16）

11 月 28 日に、令和７年度補正予算案が閣議決定され、12 月 16 日に参議院本会議で成立した。

総額 18兆 3,034 億円。

厚生労働省分は、2兆 3,252 億円で、「医療・介護等支援パッケージ」として１兆 3,649 億円を計上。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善に対する支援に 1,920 億円を計上した。

○介護従事者に対して幅広く月１万円の賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む事業

者の介護職員に対して月 0.5 万円を上乗せ。 

○併せて、介護職員の職場環境改善を支援。人件費に充てた場合、介護職員に対して月 0.4 万円の

賃上げに相当。 

○障害福祉分野は、障害福祉従事者に対する幅広い賃上げ支援として、439 億円を計上。

こども家庭庁分は、6,479 億円。

○保育士等の処遇改善に 844 億円（公定価格上の人件費を 5.3％改善） 

○児童養護施設等の職員の処遇改善に 233 億円（児童養護施設等職員は 4.9％引上げ） 
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１．厚労省の補正予算案のポイント 

1.1 介護、障害の処遇改善 
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1.2 物価対策 
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２．こども家庭庁の補正予算案のポイント 

2.1 処遇改善関係 
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2.2 物価対策 
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３．内閣府防災の補正予算案のポイント 
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＜法改正等＞ 

防災立国の推進に向けた基本方針 閣議決定（2025.12.26） 

12 月 26 日、「防災立国の推進に向けた基本方針」が閣議決定された。

本方針は、事前防災と発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁の必要

性や機能、果たすべき役割、組織体制の在り方などを示したもの。

本方針に沿って次期通常国会に防災庁設置法案をはじめ、所要の法律案が提出され、令和８年中の

防災庁の設置に向けた準備が進められる。

主な概要は以下のとおり。

11．災害対策 
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＜会   議＞ 

防災立国推進閣僚会議 

◇第 4回（2025.12.26）※持ち回り開催 

12 月 26 日、内閣府は第 4回防災立国推進閣僚会議を持ち回りで開催した。

今回は防災立国の推進に向けた基本方針（案）について承認が行われるとともに、中央防災会議防災

対策実行会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書概要について共有が行われた。

中央防災会議防災対策実行会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書概要については

以下のとおり。

国土強靱化推進会議 

◇第 17回（2025.12.16） 

12 月 16 日、内閣官房は第 17回国土強靱化推進会議を開催し、「国土強靱化に資する民間事業者

の取組の促進、企業の強靱化」「国土強靱化年次計画 2026 の策定方針（素案）」について協議を行

った。

国土強靭化年次計画 2026 についてでは、策定方針素案が示されるとともに、今後のスケジュールが

示され、協議が行われた。

国土強靭化年次計画 2026（素案）では、記載事項として下記が示された。

１．年次計画の策定の趣旨 

２．施策の実施状況の評価の在り方 

３．指標による進捗管理等 

４．防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の取りまとめ 
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５．第１次国土強靱化実施中期計画の進捗管理 

６．地域の強靱化の推進 

７．官民連携の促進と「民」主導の取組の活性化 

８．「国土強靱化 広報・普及啓発活動戦略」の推進

今後、夏ごろを目途に国土強靭化年次計画 2026 を策定し、公表される予定。

災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会 

◇第 2回（2026.1.26） 

1 月 26 日、厚生労働省は第 2回災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会を開催した。

今回は「都道府県における保健医療福祉調整本部の機能強化」「災害に備えた福祉的支援体制」「厚

生労働省保健医療福祉調整本部支援チームの設置」について協議が行われた。

「都道府県における保健医療福祉調整本部の機能強化」についてでは、今後の方向性（案）として下記

が示され、協議が行われた。
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「災害に備えた福祉的支援体制」についてでは、12 月に取りまとめられた社会保障審議会福祉部会報

告書における検討の方向性をもとに、平時からの連携体制の構築、ＤＷＡＴの平時からの体制づくり・研

修等について協議が行われた。

「厚生労働省保健医療福祉調整本部支援チームの設置」についてでは、「厚生労働省保健医療福祉

調整本部支援チーム」の役割（案）と体制（案）が示され、協議が行われた。
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政策委員会構成組織一覧 

都道府県・指定都市社会福祉協議会 

市区町村社会福祉協議会〈地域福祉推進委員会〉 

全国民生委員児童委員連合会 

全国社会就労センター協議会 

全国身体障害者施設協議会 

全国保育協議会 

全国保育士会 

全国児童養護施設協議会 

全国乳児福祉協議会 

全国母子生活支援施設協議会 

全国福祉医療施設協議会 

全国救護施設協議会 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

全国ホームヘルパー協議会 

日本福祉施設士会 

全国社会福祉法人経営者協議会 

障害関係団体連絡協議会 

全国厚生事業団体連絡協議会 

高齢者保健福祉団体連絡協議会 

全国老人クラブ連合会 
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